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第１ 章   第則   

第適 用 ）   

第１ 章   第仕 様 書  第 第井 市 （ 適 下 「 発 注 者 」  第い う 。 ）  第施  第る  第防  

第 報 管 制  第ス テ ム  第則 整 備 事 業  第 第 第 第援 業  （ 適 下 「 発 仕  （  第い う

第 。 ）  第注 者  」 適 下 「 発 注 者 」  第い う 。 ）  第施  第る  第 第 第低 限  

第  第  第 い う  第 第る  の  い る  ）  

第適  （ 第 第的 ）   

第１ 条   第井 市 （ 防   第 第置  第れ て  う  第防  報 管 制  第ス テ ム  第  第回  

第 新  第 第成 ３ ０ 年  第ら  第 第 第 第 第過  第 第 第 第新  期  第 第 第て  う  ）  

第仕  （ 第  第ス テ ム  第 第 第る  第門 的 ） 第 第見  第い 第低  術  第 第使  第る   

第い  り 、  第用 ） 効 果  第 第 第て 第用 ） 施  第 第 第い う  第低 用 第ら い 第低  第 第機  

第消 防  令  第ン タ ー シ ス テ ム  第 第 第築  第る   る  第達 支 援 業 第 第行  第る  

第の  あ る  ）  

第  第行    第   

第１ ０   第仕  （ 第 第行    第  第約  第 第 第ら  第  第 第 ０ ３ ０ 章  第で あ  

第  第 （ 効 場 所  第   

第１ 条   第防  報 管 制  第ス テ ム  第 第置  所  第  第 第 い り 、 い る  ）  

第章  第防   置 事 第 第置  所    

第井 市 （ 防    第井 市 （  東 ２ 条 目 的 条 条 年   

第条  第所  置 事 第 第置  所   

第適 章  第消 防  所    第井 市 （ 本 仕 条 目 的  ３ ０   

第適 条  第分 署 所     第井 市 （  第 第町 １ 章 ３ 章 条 ３ 章  

第適 ０  第分 署 所     第井 市 （ 池 町 １ － ３  条  
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第適 条  第分 居 分 署 所   第井 市 （ 坂 町 １ ０ 条 ３ ０ 章 ３ 章  

第適 －  第消 防  所    第井 市 （ 堂 中 消 章 目 的 章 条 ３ 条 －  

第適   第分 署 所     第井 市 （ 杉 ３ ０ 目 的  年   

第適   第水 分 署 所    第井 市 （ 羽 坂 １ 条  ３ 章  

第適   第生 津 分 署 所   第井 市 （ 市 （ １ 章 条 ３  ３ 章  

第適   第２ 防  所    第井 市 （  東 ２ 条 目 的 条 条 年 －  

第適 第1 第 第２ 署 所     第井 市 （ 和  東 章 目 的 章 年 条  

第適 第11 第 第山 分 署 所    第井 市 （ 山 分 １  ３  ３ 章  

第適 第12 第 第羽 坂 署 所    第井 市 （ ２ 二  第 第１ ０  ３ ０ 章 ３ ０  

第適 第1 第 第海 消 防  所   第井 市 （ 分 町 １ 章 － ３ 章 ３ 章  

第適 第1 第 第西 分 署 所    第井 市 （ 土 寺 町 １ 条 章 ６    

第適 第1 第 第廼 分 署 所    第井 市 （ 生 津 １ 章 ３   ３ 章  

第適 第1 第 第見  署 所    第井 市 （ 川 西 １ 章 年  ３  ３ 章  

第適 第1 第 第下 「 署 所    第井 市 （ 中 消 １ 条  ３ 章 ０ ３ 章  

第適 料  第 第与 ）   

第１ －   第仕  （ 第 第 第 第料  第 第与 ） 第 い う    第 第 い り 、 い る  ）  

第章  第注 者 」 第  第仕  （ 第 第施  第る   る  、 第要  第 第料  第  第注 者 」 第 第与

第） 第る  の  い る  ）  

第条  第注 者 」 第  第与 ） 第れ て  第面 及  第 第の  第 第  料   第 第要  第  な  

第た  第所 整 第 第 第に  第注 者 」 第 第却  第る  の  い る  ）  

第０  第注 者 」 第  第与 ） 第れ て  第面 第及 第 第 の  第   料  第 第 第目  第 第 第う  

第傷  第      う ） 第一 、  傷  第  第所 整 第   第注 者 」 第 第任  第い 第用

第） 担  第 り う  第復  第る  の  い る  ）  



 

  

 

第条  第注 者 」 第  第秘 義 務 （ 第 第 第る  て  第料  第 い う   第写  第     

第 う ）  

第－  第注 者 」 第  第与 ）  第 い う   第用 ）  的 数 量 、  用 ）    用 ） 任

第 」 第 第記  第  第用 ）  第 第出  第る  の  い る  ）  

第  第秘 義 務 （  第 第報 管 第ン ュ リ テ ム  第   

第１    第仕  （ 第 第 第  第秘 義 務 （  第 第報 管 第ン ュ リ テ ム  第 い う    第 

第  い り 、 い る  ）  

第章  第注 者 」 第  第仕  （ 第 り 、 第見 第、 第 第 第報 管 第 い う   第ン ュ リ テ ム  第業

第 第 第注 津 第  う り 。 第秘 義 務 （  第 第報 管 第ン ュ リ テ ム  第 第 第る  第約   

第 第注 者 」 第 第出  第  第用  第 第制  第 第 第。 の  い る  ） で   第注 者 」 第 

第可  第 な 第報 管 第 第部  第 第表  第      う ）  

第条  第回  第 第実 施 第 第行  第 第  第る   る  第仕  （ 第 第 第る  第」 第 第 第 第Ｓ  

第Ｓ  適 Ｓ  ２ 条  年 年 章  第証 登 録  第 第注 第た  第約  点  第 第籍  第る   

第い ）  

第  第  令  第 第守 秘 第   

第１    第注 者 」 第  第 （  第 第施  第 る  た    第  第る  第  法 令   

第  第 等  第 第守 秘 第  た て な    う ）  

第適 第 （ 事 業 」 第  

第１    第仕  （ 第 第 第 第 （ 事 業 」 第 い う   第 第 第 い り 、 い る  ）  

第章  第注 者 」 第  第社 分 第 第籍  第  第 ５ －   第 第注 者 」 第 第請 業  （ 第 り う

第  第機  消 防  令  第ン タ ー シ ス テ ム  適 第 第以 下 ）  第 第ロ ポ ー シ ル  

第式  第 り  第注 者 第 第回 出 第い   第達 支 援 業  （ 第 第 第価 支 援 業  （ 第 第事 業

第  第過  第 第 第る  第」 適 下 「 発 過  術  」  第い う 。 ）  第担  技 術  

第」 第い   第任  第  第注 者 」 第 第 第た 第 第 の  い る  ）  



 

  

 

第条  第注 者 」 第  第担  技 術  」 下 部 第 の 章 第以 下 ） 第 第過  術  」 第 第 技 術

第 」 第い   第置  第る  の  い る  ）  

第で   第仕   第 第更 新 第 る た  第所 整 第 の  第、  更 新 続  第を  第 第。 の

第 い る  ）  

第０  第注 者 」 第  第仕  （ 第 第事 業 第る  第」   第 第  第  発 第 （ 事 業 」   

第 第注 者 」 第 第出  第る  の  い る  ）  

第条  第注 者 」 第  第令  第ス テ ム  ー シ ー シ 適 第令  第ス テ ム  第売 代 理  、   

第社 分 第 第 第会 社 分  第 第 第 第 ） ら   第 者 」 第 第仕  （ 第 第事 業 第れ て   

第   う ）  

第  第査  第   

第１    第仕  （ 第 第 第 第査  第 い う    第 第 い り 、 い る  ）  

第章  第注 者 」 第  第約   第 第定  第 第 第い を  第 （ 了 報 管 書  第 第注 者 」 第 第出

第 第る  第 第   第約  面  第 り 、 第務 （  第た  て  第料  第 第備 事 第 る て  

第了 報 第  第注 者 」 第 第出  第  う  た て な    う ）  

第条  第注 者 」 第 第注 者 」 第 第担  技 術  」 第 第会 社 第う  第）   第 第号  第 第 第る  

第査  第 第 第。 の  い る  ）  

第適 章  第 （  ３   第 第査   

第適 条  第 （  況  第 第査   

第 （  第 第況  第 い う   第事 業   第 り 、 第査  第 第 第。 ）  

第適 第復 ）   

第１ 章 年   第仕  （ 第 第 第 第復 ） 第 い う    第 第 い り 、 い る  ）  

第章  第注 者 」 第  第復 ） 第 第 第か ら  第 第る  た て な    う ）  

第条  第注 者 」 第  第復 ） 第 第要  第 る  い 第証 第る  第所 整 第   第注 者 」 第 第効 第  

第  第 第 第る  第復 ） 第 第令  第る   い  あ を  の  い る  ）  



 

  

 

第０  第注 者 」 第 第復 ） 第 第令  第   第所 整 第 り う   第復 ） 第 第了 報 第 第実 証 第 第注

第者 」 第 第令  第 第事 第。 の  い る  ）  

第条  第注 者 」 第 第令  第  第   第 第復 ） 第 第了 報 第  ら た  第所 整 第   第注 者

第」 第  第約   第 第定  第 第 第い を 第査  第 第果  第 第注 者 」 第 第知 見 第る  の  い

第る  ）  

第  第委 託  第 第止  第   

第１ 章 章   第仕  （ 第 第 第 第委 託  第 い う    第 第 い り 、 い る  ）  

第章  第注 者 」 第  第 第 第号  第 第 第る  発 第 （ 第 第担 第  第 署  第 い う    

第て  第１ 者 」 第 第託  第  で   第業 第た 第担 第る て り 。 い る   い 適 第下 「 発 委

第託   第い う 。 ）  あ を  う ）  

第適 章  第 （  第 り た  第則 整 ） 画 、   （ 行  制   続 令 第 第定   第 第術

第 ） 断 等   

第適 条  第析 業  （ 第 り た  第続 令 第 第定   第 第術  ） 断 等  

第条  第注 者 」 第  第ピ ー シ  ー シ ロ ポ  第刷 、  本 仕  算 処 理   本 面  第 

第ー シ テ  第料  備   型 以 本  第 の  第ン ュ テ ム  第効  第 第要  第あ 第易  第 

第 （ 第 第委 託  第 る  た    第注 者 」 第 第諾  第 第要  第い   う ）  

第０  第注 者 」 第  第１ 章   第 第１ 条  第 第定  第る  第 （ 下 部 第 第委 託  第 る  

第た    発 第委 託  諾  」  第 第「    第 第付  第  第注 者 」 第 第諾  第 第 

第 た て な    う ）  

第適 章  第委 託   第い  第約   第 第 第  

第適 条  第委 託   第 第 （ 事 業 」 、   

第適 ０  第委 託    （ 事 業 」 第 第報 管 第ン ュ リ テ ム  第 第 第る  第約    

第適 条  第委 託    （ 事 業 」 第 第令  第ス テ ム  ー シ ー シ 第ら   第 者 」 第あ  

第 う  い  第約  第る  第約   適 注  」 第 第委 託   理  」 第い る  ） ）  



 

  

 

第条  第注 者 」 第  第 （  第 第委 託  第 第 第る  第所 整   及 第 り 、 第力 者 」 第い  

第約    第 第記 実 第   り な い い の   第力 者 」 第 第効 第 第 （  第 第施  第 

第い う  第用  第 第令 及  第 第制  第 の い  第 （  第 第施  第  た て な    

第う ）  

第  第義 務 第   

第１ 章 条   第仕 様 書  第 い う  第義 務  第 第津 第た  第所 整 第  の  第度 発 注 者 」 第 

第 則 整 令   第 補 ） 以 下 ） 第 第 第い 第注 者 」 第 第力 事 第 第 第う  第効  第 第定  第る  

第 の  い   第渉 内   第 い う  第事 業  第 第 ３ 第る  ）  

第  第合 整 第て 第力 事 第   

第１ 章 ０   第仕  （ 第 第 第 第合 整 第て 第力 事 第 い う    第 第 い り 、 い る  ）  

第章  第効 及 第 り  第合 整 第て 第力 事 第 第則  ３ 章  下 ） 施  第る  の  い る  ）  

第条  第合 整 第て 第力 事 第  第担  技 術  」 杉 第 な  第１ 章  １   第 第定  第る  第担

第 技 術  」 第い 第等  第 第 （ 事 業 施  第 第 第る  第 技 術  」 第 第要 第 第  第る

第 の  い る  ）  

第０  第微  第 第合 整 第て 第力 事 第  第ｅ ｂ  第社 事 第  第 第。  い  あ を  ）  

第  第の  第 第   

第１ 章 条   第仕  （ 第 第 第 の  第 業  第 い う    第 第 い り 、 い る  ）  

第章  第注 者 」 第  第注 者 」 第 第可  第る  第報 管 出 依 頼  第 第 第を  第令  第ス テ ム  

第ー シ ー シ 適 第令  第ス テ ム  第売 代 理  、 第 第 第 第 ） ら  第仕  （ 第 第効 第る  

第償 協 力 者 第 第 第     う ）  

第条  第注 者 」 第  第    発 第 第井 市 （ 第 第注 者 第定  第 第機  消 防  令  第ス テ

第ム  第新  備 事  （ 第 い う  第委 託   適 委 委 託   第の 第 第 第）  第 ・ 数

第料   第 第入 先   第い   第画 、 第る   い  あ を  う ）  

  



 

  

 

第１ 条   第達 支 援 業  （ 要   

第  第的 ） 第   

第１ 章   第仕  （ 第  第行  第ス テ ム  第 第 第令   （ 用 ） 況  第 い う  第達  第 

第  第う  第  第 第出  第  第防  報 管 制  第ス テ ム  第新  備 事  （ 第ロ ポ ー シ ル

第  適 第下 「 発 第ロ ポ ー シ ル   第い う 。 ）  第  第い   第料  第 第 ３ 第 第的 ）

第 い る  ）  

第適 第効 場 第ス テ ム  第  

第１ 条    

第章  第仕  （ 第 り う  第効 場 第い る  第ス テ ム  第 第「  第 い り 、 い る  ）  

第適 章  第防  報 管 制  第ス テ ム   

第適 条  第防  第２  第ス テ ム   

第適 ０  第の  第 ）  第ス テ ム  第い 第、  第あ 第築  第る  第ブ シ ス テ ム   

第条  第新  第る  第ス テ ム  第い 第防  急  第ジ タ ー  第償  第  第通 知 第ン タ ー シ ェ  

第シ テ 第 り 、 第続  第る   い  第則  第い る  ）  

第０  第  第 い う   第査   

第  第 第別 、   、  築 ３  要   ・  第ン タ ン タ コ ピ テ   ラ ン  

第 第Ｐ Ｐ  第 第 第 第る  第査  第 第 第。  い ）  

第適 算 、    

第１ ０   第仕  （ 第 り た  第算 、  第 い う    第 第 い り 、 い る  ）  

第章  第注 者 」 第  第  第 第 会 第に  第防   管  第 第与 ） 料  第 り 、 第注 者 」 第 

第行 況  （ 用 ） 況  第 第実 証 第 第 第。 い い の   第  第 第 ） 第る  第号 別 料  

第 第備 事 第 第 第。 の  い る  ）  

第条  第注 者 」 第  第  員  第 第置     第テ ジ タ リ シ  第 第置  第 第 第う  第算

第、  第 第出  第 第注 者 」 第 第諾 証 第 第 第 の  い る  ）  
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第適   業  実 証   

第１ 条   第注 者 」 第  第算 、  第 第 第い を  第要  第 第 第た  第注 者 」 第 第効 第 第ア リ テ

第 タ コ 第 第施  第  第ス テ ム  第築 ３ 第い 第 ・ 数   業  第 い う  第備  第 第 第う 第 

第  業  実 証  第 第 ３ 第る  の  い る  ）  

第適 報 管 出 依 頼  適 第Ｆ Ｉ Ｓ  第 り  第 技 術  達   第 第 果 評 価 支   

第１ －   第仕  （ 第 り た  第報 管 出 依 頼  適 第Ｆ Ｉ Ｓ  第 い う    第 第 い り

第 、 い る  ）  

第章  第注 者 」 第  第 第ス テ ム  第 第 第る  第 技 術  向 者 第 い う  第報 管 出 依 頼

第 適 下 「 発 第Ｆ Ｉ Ｓ  第い う 。 ）  第施  第  第回  第 り う  第備  第れ て  

第  第 第析 定  第い    第 果 評 第 第価 支 第 第 第。 の  い る  ）  

第条  第Ｆ Ｉ Ｓ 第 第施  第 る  た  第注 者 」 第 第ー シ ー シ 第 第効 第る  第頼   第 第案  

第 第 ３ 第  第注 者 」 第 第出  第る  の  い る  ）  

第適 定 処   ） 業  用 処    

第１    第仕  （ 第 り た  第定 処   ） 業  用 処  第 い う    第 第 い り 、

第 い る  ）  

第章  第注 者 」 第  第ス テ ム  ー シ ー シ 第 第ら  第  第、  第収  第  第定 処   ）

第 第業  用  第 － 第 署 第 第用 ） 過 用   第、 第 第  第 秘 効     第 第 署

第新   第 第算 、  第 第 第て  第処  第 第 第。 の  い る  ）  

第  収  第 る  た  第注 者 」 第  第ー シ ー シ 第 第効 第る  第頼   第 第案  第 

第 ３ 第  第注 者 」 第 第出  第る  の  い る  ） 第  頼  第 第注 者 」 以 務 第 り

第、 第注 者 」 第 第施  第る  ）  

第条  第要 処    第 第     ３ ０ 年  第で あ  第出  第る   い ）  

第定 処   ） 業  用 処   第 第    章 条 ３ 章 年  第で あ  第出  第る  

第 い ）  
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第適 ス テ ム  第置  所  達    

第１    第注 者 」 第  第ス テ ム  第 第置  所  第 第 第う  り た  第注 津 第る  第所 整 第 

第 程 、  用 ） 第 第額  第 第処  第 第注 者 」 第 第出  第る   い ）  

第適 ス テ ム  第  分 備 査   第 第達 支 様 書    ３   

第１    第仕  （ 第 り た  第ス テ ム  第  分 備 査   第 第達 支 様 書    ３ 第 

第 い う    第 第 い り 、 い る  ）  

第章  第注 者 」 第  第１ 条  １ 条  第 第  業  実 証  第 第果  第 の い   第ス テ

第ム  第  分 備 第 第査  第 第 第う  の  第果  第 第ロ ポ ー シ ル  第施  第 る  、

第画 業  」 第 第出  第る  第達 支 様 書   第い   第 第、 で い る  の  い る  ）  

第条  第注 者 」 第  第 仕 算 、 第 第 ・ 築 ３  第 第 的 第 第ー シ テ 第い   第 秘 様 第 第

第書   第 第 ３ 第る  の  い る  ）  

第適 見  請 業 適 第Ｆ Ｉ ）  第援 業   

第１    第仕  （ 第 り た  第見  請 業 適 第Ｆ Ｉ ）  第援 業 第 い う    第 第 い り

第 、 い る  ）  

第章  第注 者 」 第  第注 者 」 第 第施  第る  第達 支 様 書   第 第 第る  第見  請 業 適 下

第「 発 第Ｆ Ｉ ）  第い う 。 ）  い う  第見  請 業   第 第 ３ 第 第 第。 の  い

第る  ）  

第条  第注 者 」 第  第注 者 」 第 第施  第る  第Ｆ Ｉ ） 第 い う  第 第て  て  第見  第 第効

第る  第 作  ３ 第 第援 業 第 第 第。 の  い る  ）  

第適 ス テ ム  第画  第ー ン リ   第面 及  ３   

第１ 章 年   第１ 条  １   第 第達 支 様 書   第 第 第で て  。 て あ  第ス テ ム  第達

第 支 表 書 期 第 第要  第 第面 及 第 第 ３ 第る  の  い る  ）  

第適 業  用  処   

第１ 章 章 第  第仕  （ 第 り た  第業  用  処 第 い う    第 第 い り 、 い る  ）  
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第章  第注 者 」 第  第Ｆ Ｉ ） 第果  第 第映  第  第復  第 第 第た  第達 支 様 書   第 第 

第 第 第 第い を  第ス テ ム  ー シ ー シ 第ら  第   第 第収  第  第業  用  処 第 

第 第。 の  い る  ） 第  収   」 量 第 い う   第則  注 者 」 第 第定  第 第事

第う  第注 者 」 注 者 」 力 事 第 第） 第あ 第定  第る  の  い る  ）  

第条  第  収  第 る  た  第注 者 」 第  第ー シ ー シ 第 第効 第る  第頼   第 第案  第 

第 ３ 第  第注 者 」 第 第出  第る  の  い る  ） 第  頼  第 第注 者 」 以 務 第 り

第、 第注 者 」 第 第施  第る  ）  
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第１ 第０ 第  第品  ３    

第適 品 先 ３     

第１ 章   第仕  （ 第 り た  第３   第 第「  第 い り 、 い   第本 仕  第 第子 会 体  

第 あ 第号 条  品 先 第る  の  い る  ）  

第章  第達 支 援 業  （ 適     ０ ３ ０ 章  第で あ   

第適 章  第 仕 算 、   

第適 条  第  業  実 証   

第適 ０  第報 管 出 依 頼  適 第Ｆ Ｉ Ｓ  第果  管 書   

第適 条  第ス テ ム  第置  所  達  管 書   

第適 －  第ス テ ム  第達 支 様 書    

第適   第要 処    第令      ３ ０ 年  第で あ  

第適   第ス テ ム  ー ン リ   第 面 及  

第適   第定 処   ） 業  用 処   第令     章 条 ３ 章 年  第で あ  

第適   第ロ ポ ー シ ル  第価 支  備  査  料   

第適 章 年  第見  請 業 適 第Ｆ Ｉ ）  第   

第適 章 章  第見  請 業 適 第Ｆ Ｉ ）  第 り た  第見  第 第効 第る  第 作   

第適 章 条  第合 整 第て 第事 業   

第適 章 ０  第の  第 要     

第１ 条   第品 先 所   

第仕  （ 第 第品 先 所  第  第下 「 第 い り 、 い る  ）  

第井 市 （ 防   第則 整 令    

第１ ０   第品   

第仕  （ 第 第品 先   第  第下 「 第 い り 、 い る  ）  

第  第 第 ０ ３ ０ 章   


